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減らされてきた保健所と感染症病床
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エッセンシャルワーカーの賃金

所定内賃金と全産業平均（月額）
2020賃金構造基本統計結果（厚生労働
省）より 所定内給与額（企業規模計）
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コロナ禍だからこそ引き上げ

海外の最低賃金事情

ドイツ 12€ 1550円へ

イギリス 9.5￡ 1487円へ

アメリカ 15＄ 1600円へ

日本 28円増 930円
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中小企業支援の提言（ポイント）
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中小企業家同友会全国協議会作成資料より抜粋



10



零細業者に打撃をあたるインボイス
（全国商工団体連合会作成資料より抜粋）

 粗利益154万円から消費税15.4万円を支
払うと残り138万6,000円（月11万5,500
円）、そこから国保料・税や介護保険料、
国民年保険料、所得税や住民税を負担す
ると生活は成り立ちません。

 コロナ禍を耐えた中小業者をはじめ、芸
術家、俳優、著述家、イラストレータｰ、
漫画家、タクシードライバー、塾や音楽
教室の講師などのフリーランス、シル
バー人材センターなど、多くの免税業者
がインボイス制度によってつぶされてし
まいます。
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雇用保険の基本手当（失業給付）の
日額の改善を！ 離職時の年齢 現在の上限額

2002年時の上限
額

29歳以下 6,760円 8,830円

30～44歳 7,510円 9,810円

45～59歳 8,265円 10,790円

60～64歳 7,096円 9,810円

全年齢
現在の下限額

2,061円
2002年時の下限額

2,550円

• 雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基
本手当日額」を算定している。

• 賃金日額は、離職した日の直前の 6 か月に毎月決まっ
て支払われた賃金総額（一時金は除く）を180日で除し
た金額をもとに、一律の下限額と、年齢区分ごとの上
限額の範囲をあてはめて算定する。2021年8月以降は、
下限額は一律2,577円、上限額は年齢区分ごとに異なり、
29歳以下で13,520円、45～59歳で16,530円等とされて
いる。

• 基本手当日額は、いわゆる失業給付の１日当たりの金額である。上記の賃金日額に45%～80%の給付率（賃金日額
が高い層ほど低い給付率があてられる）を乗じた金額をもとに、一律の下限額と、年齢区分ごとの上限額の範囲を
あてはめて算定する。

• 現在は29歳以下の上限額は6,760円、45～59歳で8,265円とされている。

• 基本手当日額に対しては、低額すぎるとの批判がある。年齢区分によって異なるが、2000年当初に比べると、2千
円～2千7百円、月額換算すれば6万円～8万１千円、所定給付日数90日換算で18万～24万３千円も、引下げられて
いる。

• この金額差は、失業している当事者の生活にとって、かなりの重みをもつものである。


